
第１号議案 

 

労働者派遣会社の選定について 

（案） 

 

 計画部の業務量増加及び総務部の欠員に対応するため、以下のとおり、入札により労働

者派遣会社を選定し、派遣労働者の受入れを行う。 

 

１．選定方法 

  一般競争入札（最低価格落札方式） 

 

２．業務内容等 

業務名 人数 業務内容 受入時期 

１）一般事務業務 １名 

 

電話応対、資料作成、管理

業務補助、ファイリング、

庶務・補助業務等 
 

平成２８年９月初旬目途 

２）広報に係る事務

業務 
１名 

 

ＷＥＢサイトの管理、問合

対応、見学会準備・対応、

庶務・補助業務等 
 

同上 

 

３．スケジュール 

  平成２８年７月１３日（水）  公告 

  平成２８年７月２０日（水）  入札説明会 

  平成２８年８月 １日（月）  入札締切 

  平成２８年８月 ４日（木）迄 落札者決定 

 

４．入札説明書等 

   入札説明書、業務仕様書は別紙１～２のとおり。なお、公告時には入札説明書及び 

  業務仕様書をウェブサイト上にて開示することとする。 

 

５．開札の実施および落札者の決定 

   開札の実施および落札者の決定は、総務部長が行うこととする。なお、落札者との 

  契約締結にあたっては、別途、理事会にて議決をする。 

 

以 上 

 

【添付資料】 

別紙１ ：入札説明書 

別紙２-1：労働者派遣業務（一般事務） 仕様書 

別紙２-2：労働者派遣業務（広報） 仕様書 
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【別紙１】 

 

 

 

電力広域的運営推進機関 

労働者派遣業務 入札説明書 
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平成２８年７月 
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1. 件名 

電力広域的運営推進機関 労働者派遣業務 

 

2. 調達方式 

一般競争入札（最低価格落札方式）で行う。 

 

２.１入札資格 

（１）平成 2８・2９・３０年度の競争参加資格（全省庁統一資格）において、「役務の提供等」に

等級「Ｃ」以上の格付けをされており、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 

（２）入札説明会に参加した者であること。 

（３）仕様書に定める要件を満たしている者であること。 

（４）労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和６０年７月

５日法律第８８号）に定める一般労働者派遣事業者であること。 

（５）各省各庁から指名停止又は一般競争入札資格停止若しくは営業停止を受けていない者である

こと。 

（６）予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 70 条の規定に該当しない者であること。 

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている

者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（７）予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。 

（８）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平

成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと（但し、

会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てが

なされている者で、手続開始の決定後、競争参加資格の再認定を受けている者を除く）。 

（９）自己、自社若しくはその役員等（注 1）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律第 2 条に定める暴力団、暴力団員又はその他反社会的勢力（注 2）でない者であること。 

（注１）取締役、監査役、執行役、支店長、理事等、その他経営に実質的に関与している者。 

（注２）暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、暴力団

又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者、暴力団員でなくなった時

から 5 年を経過しない者等、その他これに準じる者。 

  

２.２入札説明会の実施 

下記日時で入札説明会を実施する。 

日  時：平成 2８年７月２０日（水）１１時００分～（３０分程度） 

場  所：東京都江東区豊洲６－２－１５ 電力広域的運営推進機関 

参加資格：２.1 の入札資格を満たす者 

そ の 他：・入札を希望する事業者は必ず参加すること 

（不参加の場合は入札できないものとする） 

        ・参加人数は各社２名までとする 

        ・受付にて名刺を１枚提出すること 
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２.３入札方法 

平成２８年８月１日（月）１５時必着で、以下の書類を郵送又は持参すること。 

（１）提出書類 

・資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し 

・厚生労働大臣の一般労働者派遣事業許可証の写し 

・労働者派遣基本契約書（案） 

・見積書（件名を記載の上、別途封入すること）  

（２）提出先 

〒１３５‐００６１ 

東京都江東区豊洲６－２－１５  

電力広域的運営推進機関 総務部経理グループ 労働者派遣業務 入札係 

  （３）入札金額 

入札金額は、本派遣業務遂行にあたって、安定・継続的に資質の高い派遣労働者を確保できる

金額を大前提とし、業務ごとの派遣労働者１人１時間当たりの派遣料金単価（税抜き）にて入

札すること。また、派遣料金単価には、この契約を履行するために必要な通勤手当を含むもの

とする。なお、時間外単価については以下のとおりとする。 

・１日の実労働時間が８時間を超えたとき、１時間当たりの派遣料金単価の２５％割増した単

価とする。深夜勤務（２２時から翌５時まで）は、さらに２５％割増した単価とする。 

・法定休日に勤務した場合、１時間当たりの派遣料金単価の３５％割増した単価とする。法定

休日の深夜勤務（２２時から翌５時まで）は、さらに２５％割増した単価とする。 

  

 2.4 入札保証金及び契約保証金 

  免除 

 

2.５落札者の決定 

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする最低価格落札方式と

する。 

 

 2.6 入札の無効 

  本公告に示した一般競争入札参加資格のいずれかを欠く者のした入札、提出資料に虚偽の記載をし

た者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

 

2.７落札結果の通知 

平成 2８年８月４日（木）までに、入札者に対して落札結果を通知する。 

 

3. 業務仕様書 

  今回入札する業務は以下のとおり。なお、詳細の仕様については、「労働者派遣業務（一般事務）仕

様書」「労働者派遣業務（広報）仕様書」に示すとおり。 

 （１）一般事務業務（１名） 

 （２）広報に係る事務業務（1 名） 
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4. 支払条件 

  当月末締切りの翌月末支払いとする。 

 

5. 契約条項 

  労働者派遣基本契約書による。契約条項については、落札者と本機関が協議のうえ、決定する。 

 

6. 特記事項 

（１）本説明書及び仕様書に記載されている事項について不明な点は、平成 2８年７月２２日（金）

１７時までに下記問い合わせ先へ電子メールにて問い合わせることとする。問い合わせへの回

答は、平成 2８年７月２６日（火）までに電力広域的運営推進機関ウェブサイトの本入札公告

上に開示する。 

問い合わせ先：keiyaku@occto.or.jp 

 ウェブサイト：http://www.occto.or.jp/oshirase/chotatu/index.html 

（２）本説明書及び仕様書に記載のない事項及び疑義については、本機関と協議のうえ決定すること

とする。 

 （３）本入札結果について、落札者との契約締結後、原則として、契約相手方、契約締結日等の契約

の概要を公表することとする。 

 

以上 
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【別紙 2－１】 

労働者派遣業務（一般事務） 仕様書 

 

1. 件名： 

電力広域的運営推進機関 一般事務に係る労働者派遣業務 

 

2. 契約期間： 

平成２８年９月 1 日～平成２９年８月 31日 

※本契約終了後、最長 3年間までの更新予定あり 

※個別契約書の契約期間は、当初最長 3ヶ月を予定 

 

3. 勤務場所： 

  電力広域的運営推進機関 

  東京都江東区豊洲６－２－１５ 

 

4. 勤務時間： 

  平日 9時 00分～17 時 40分（休憩：12時 00 分～13時 00 分） 

   ※土日、祝日及び年末年始（12 月 29 日～1 月 3日）を除く 

   ※時間外勤務を命じることがある（12月等の繁忙期には、1日 2～3 時間程度） 

 

5. 派遣人数： 

  １名 

 

6. 業務内容： 

 （１）電話応対 

    定型的な問合対応を含む、受電は１日３０件程度。 

 （２）文書の内容チェック 

    数値の照合等。 

 （３）データ集計 

    外部から届く文書の集約。 

 （４）資料作成補助 

    グラフ・表の作成、文書からの項目抽出・転記等。 

 （５）管理業務補助 

    外部文書の提出状況管理。 

    未提出会社への連絡（メール、電話、文書通知等）。 

 （６）電気事業者への文書の送付 

 （７）資料の印刷、製本、ファイリング他 

 （８）部内庶務、補助業務全般 
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7. 派遣労働者の条件： 

 （１）電話応対や事務の実務経験を２年以上有すること。 

 （２）Microsoft Excel の基本操作（グラフ・表の作成、初級関数の活用）ができること。 

 （３）Microsoft Word、Microsoft PowerPoint 等の基本操作ができること。 

 （４）職場環境や業務に応じて柔軟に対応できる能力を有すること。 

 （５）チームワークを尊重し、本機関職員と円滑に業務を進めることができる意欲を有すること。 

 

8. その他契約上の条件等： 

 （1）派遣労働者の変更 

  本機関は、派遣労働者に次の行為があったときは、派遣元に派遣労働者の交代を要求することがで

きることとする。 

  a. 派遣労働者の勤務状況が適正と認められないとき 

  b. 派遣労働者の業務の実施が当仕様書又は契約条件に適合しないとき 

  c. 派遣労働者に不品行があったとき 

  d. 派遣労働者が不測の事故又は休暇等により連続 3日以上勤務できない場合は、代理人の派遣労働

者を派遣すること 

  e. 応募資料に記述された内容に不備があった場合 

（2）トライアル期間の設定 

a. トライアル期間は、派遣労働者の就業開始日から 2 週間以内とする。 

b. 就業部署において派遣労働者の就業状況を審査し、その結果を派遣元会社へ通知する。 

c. 派遣労働者の技能等について、疑義が生じた際には、応札時の業務提案書類の内容確認のため、 

 派遣元に対し、技能・資格に関する証明書類の提示を求める場合がある。 

d.「可」の場合は、派遣元は派遣労働者に確認のうえ、支障が無ければ、仕様書の契約期間満了まで 

 派遣すること。 

e. トライアル期間中に、派遣労働者の交代を要請した場合は、派遣元はそれに応じるものとし、 

速やかに候補者を再選定し、派遣すること。その際、派遣料金（契約単価金額の変更は行わない

ものとする。以後の派遣労働者が交代した場合は、その都度トライアル期間を設定する。 

 （3）苦情及び苦情担当責任者 

  a. 派遣元は、本機関と連携し、苦情その他派遣労働者の就業に関し生ずる問題について適切かつ迅

速な処理・解決に努めるものとする。 

  b. 本機関及び派遣元は、派遣労働者の苦情を処理するため、それぞれ苦情担当責任者を置く。 

 （4）その他 

  a. 派遣元は、本件業務に関し、知り得た事項を他人に漏らしてはならない。派遣元は、派遣労働者

その他の派遣元の従業員に対し、業務上知り得た機密事項及び個人情報の保護の義務を遵守させ

なければならない。 

  b. 本件業務の全部または一部を第三者に委託してはならない。 

  c. 本仕様書に定めのない事項又は業務内容の変更等について、必要に応じて派遣元と本機関が協議

のうえ、定めるものとする。 
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【別紙２－２】 

労働者派遣業務（広報） 仕様書 

 

1. 件名： 

電力広域的運営推進機関 広報に係る労働者派遣業務 

 

2. 契約期間： 

平成２８年９月２日～平成２９年８月 31日 

※本契約終了後、最長 3年間までの更新予定あり 

※個別契約書の契約期間は、当初最長 3ヶ月を予定 

    

 

3. 勤務場所： 

  電力広域的運営推進機関 

  東京都江東区豊洲６－２－１５ 

 

4. 勤務時間： 

  平日 9時 00分～17時 40分（休憩：12時 00分～13時 00分） 

   ※土日、祝日及び年末年始（12月 29日～1月 3日）を除く 

   ※時間外勤務を命じることがある（概ね月平均 5～10時間程度） 

 

5. 派遣人数： 

  １名 

 

6. 業務内容： 

 （１）ＷＥＢ管理（６０％） 

    既存コンテンツの充実と拡充、閲覧履歴からの分析。 

 （２）ＷＥＢ経由の問い合わせ対応（３０％） 

    問い合わせの機関内各担当への割り振り、ＦＡＱの作成。 

 （３）その他（１０％） 

    新聞（朝刊各種）の切り抜き・配布。 

    見学会受付・管理。 

    見学会、記者向け説明会などの資料作成・会場設営・受付。 

    電話取次。 

    ※他のメンバーと手分けしての実施 

 

7. 派遣労働者の条件： 

 （１）実務経験を２年以上、あるいは相当する知識・能力を有すること。 

 （２）ＷＥＢサイトの管理、コンテンツの作成・管理等に関する、次の基礎知識を有すること。 

    ①システム、②ＷＥＢサイトの仕組み、③ＷＥＢデザイン（イラストレーターやフォトショッ

プ、ＨＴＭＬコーディングからＦＬＡＳＨアニメーションまで、ＷＥＢ上でのデザインや表
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現、※ソフト等の使用経験は不問）、④コンテンツ（メールマガジン、特定商取引法、個人情

報保護法、著作権の保護など） 

 （３）コミュニケーション力。 

 （４）職場環境や業務に応じて柔軟に対応できる能力を有すること。 

 （５）チームワークを尊重し、本機関職員と円滑に業務を進めることができる意欲を有すること。 

 

8. その他契約上の条件等： 

 （1）派遣労働者の変更 

  本機関は、派遣労働者に次の行為があったときは、派遣元に派遣労働者の交代を要求することがで

きることとする。 

  a. 派遣労働者の勤務状況が適正と認められないとき 

  b. 派遣労働者の業務の実施が当仕様書又は契約条件に適合しないとき 

  c. 派遣労働者に不品行があったとき 

  d. 派遣労働者が不測の事故又は休暇等により連続 3日以上勤務できない場合は、代理人の派遣労

働者を派遣すること 

  e. 応募資料に記述された内容に不備があった場合 

（2）トライアル期間の設定 

a. トライアル期間は、派遣労働者の就業開始日から 2 週間以内とする。 

b. 就業部署において派遣労働者の就業状況を審査し、その結果を派遣元会社へ通知する。 

c. 派遣労働者の技能等について、疑義が生じた際には、応札時の業務提案書類の内容確認のため、 

 派遣元に対し、技能・資格に関する証明書類の提示を求める場合がある。 

d.「可」の場合は、派遣元は派遣労働者に確認のうえ、支障が無ければ、仕様書の契約期間満了ま

で派遣すること。 

e. トライアル期間中に、派遣労働者の交代を要請した場合は、派遣元はそれに応じるものとし、 

速やかに候補者を再選定し、派遣すること。その際、派遣料金（契約単価金額の変更は行わない

ものとする。以後の派遣労働者が交代した場合は、その都度トライアル期間を設定する。 

 （3）苦情及び苦情担当責任者 

  a. 派遣元は、本機関と連携し、苦情その他派遣労働者の就業に関し生ずる問題について適切かつ迅

速な処理・解決に努めるものとする。 

  b. 本機関及び派遣元は、派遣労働者の苦情を処理するため、それぞれ苦情担当責任者を置く。 

 （4）その他 

  a. 派遣元は、本件業務に関し、知り得た事項を他人に漏らしてはならない。派遣元は、派遣労働者

その他の派遣元の従業員に対し、業務上知り得た機密事項及び個人情報の保護の義務を遵守さ

せなければならない。 

  b. 本件業務の全部または一部を第三者に委託してはならない。 

  c. 本仕様書に定めのない事項又は業務内容の変更等について、必要に応じて派遣元と本機関が協議

のうえ、定めるものとする。 
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